
死
亡
者
と
の
続
柄

申
請
者
の
住
所
氏
名
及
び

改

葬

の

場

所

改

葬

の

理

由

埋
葬
又
は
火
葬
の
年
月
日

埋

葬

又

は

火

葬

の

場

所

死

亡

年

月

日

死
亡
者
の
氏
名
及
び
性
別

死

亡

者

の

住

所

死

亡

者

の

本

籍

墓
地
管
理
者

申
　
請
　
者

性
　
別

男
　
・
　
女

兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
長
　
殿

　
福
崎
　
花
子

　
兵
庫
県
姫
路
市
○
○
町
○
○
番
地

　
兵
庫
県
姫
路
市
○
○
町
○
○
番
地
　
　
○
○
霊
苑

　
管
理
す
る
者
が
い
な
く
な

っ
た
た
め

○
○
寺
　
住
職
　
○
○
　
○
○
　
印

福
崎
　
花
子
　
　
印

続
　
柄

子
の
子

（
長
男
の
子

）

　
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

　
福
崎
　
太
郎

　
兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
南
田
原
○
○
○
番
地

　
兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
南
田
原
○
○
○
番
地

改

　
葬

　
許

　
可

　
申

　
請

　
書

（
ま
ず
墓
地
管
理
者
の
証
明
を
得
て
後
に
市
区
町
村
長
の
許
可
を
と
る
こ
と

）

　
兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
南
田
原
○
○
○
番

　
前
記
埋
葬
の
事
実
を
証
明
す
る

　
令
和
 

○
○
年
 

○
○
月
 

○
○
日

前
記
の
通
り
改
葬
許
可
を
受
け
た
く

、
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
及
び
同
施
行
細
則
第
十
二
条
に
よ
り
申
請
い
た
し
ま
す

。

　
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

記
入
例

○
死
亡
し
た
時
の
戸
籍
（
死
亡
年
月
日
の
わ
か
る
戸
籍
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

但
し
、
本
籍
地
が
福
崎
町
の
場
合
は
省
略
で
き
ま
す

○
改
葬
先
の
受
入
証
明
書
等
な
ど
、

改
装
先
の
所
在
地
が
確
認
で
き
る
資
料
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
印
刷
等
で
も
代
用
可
）

○
正
確
に
わ
か
ら
な
い
場
合
は「
不
詳
」
と
し
て
く
だ
さ
い
（
例
：平
成
○
○
年
月
日
不
詳
）

○
管
理
者
は
お
寺
な
ら
住
職
、
集
落
等
の

墓
地
な
ら
区
長
で
す

○
役
場
提
出
の
際
に
は
必
要
書
類
の
ほ
か
、

印
鑑
・
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
等
）
・手
数
料

一
部
に
つ
き
３
０
０
円
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

○
原
則
と
し
て
死
亡
者
一
名
に
つ
き
一
枚
の
申
請
書
が

必
要
で
す
が
、
複
数
人
い
て
正
確
に
分
か
ら
な
い
場
合
、

「
他
先
祖
代
々
」「
他
○
柱
」と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

（
例
：
福
崎

太
郎

他
先
祖
代
々
）

○
番
地
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
省
略
可
（
例
：
兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
南
田
原
）

※ 埋葬（土葬）の場合は、墓地の所在地を記入してください

焼骨（火葬済）の場合は、火葬場の所在地と名称を記入してください

なお、姫路福崎斎苑（香寺町土師333番地）は昭和57年10月稼働開始

※


